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土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、秋田県七滝土地改良区から次のとおり役員の退任

及び就任の届出があったので、同条第17項の規定に基づき、公告する。

平成27年９月４日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 退任理事の住所及び氏名

仙北郡美郷町六郷東根字南明田地44番地の３ 髙 橋 秀 勝

〃 畑屋字前田93番地１ 武 藤 威

大仙市高梨字田茂木60番地 竹 内 政 男

仙北郡美郷町境田字片田24番地 森 本 武

〃 佐野字下佐野15番地 佐 藤 一

〃 金沢字碇21番地 髙 橋 清 治

２ 就任理事の住所及び氏名

仙北郡美郷町六郷東根字南明田地44番地の３ 髙 橋 秀 勝

〃 畑屋字前田93番地１ 武 藤 威

大仙市高梨字田茂木60番地 竹 内 政 男

〃 〃 字下沖田290番地 樫 尾 清 逸

〃 〃 字一の坪67番地１ 大 西 四十二

仙北郡美郷町金沢字碇21番地 髙 橋 清 治

〃 境田字片田24番地 森 本 武

〃 佐野字下佐野15番地 佐 藤 一


